
の準備ができる。

実際の修繕に当 つては ， つとめて際滅工程にしたがっ て作業

を進めてゆくが， 特に修繕が長びいたり炎材の準備がおくれた

り ， 予 iHtl しない不良箇所のため傑準工程ど:おりに進まな L 、こ と

もある。この突際に修繕に着手してから完了するま での突日数

を修繕回数 と称 し， これに休日や待合せ日時を加えた出場ま で

の日数を在場日数と L 、う。 J'{Iドの修絡では在場日数が短いので

I時聞を単位としている。(土岐突光)

し e りょうしょうごうきてい 車両称号規程 悶鉄におい

て車両の称号， すなわち車両の名称 ・ 形式 ・ 脊号のつけブJなど

を規定した法規(総統逮) である。これは車両の名称 ・ 番号など

を統ー して系統的に命名することにより ， 111jiliî J夜放上の使宜を

得るためであってきわめてTIí裂なことである。最初の制定は!日i

治 42 年であって，国有化以前よりの各鉄道会社1:!t 闘の形式 ・ 称

号が統ーされた。その後この規程はflj3利 3 年に改正され，番号

のつけ方が一周規則的とな ったが， 最近の車両の状況に合わな

い点があったため， 日目和 28 年に改正されて今日におよんでいる。

現在の称号規程は全 17 条からなり， *長本的には昭和 3 年のもの

と大差はない。

第 I 条は鉄道車両の分類を規程してお り ， 車両を大別して俊

l期本 ・ 客車およひ::\:'(l!ïにわけている。後|刻111はさらに蒸気機関

llï .電気機関車 ・特殊機関111にわけている。電車 ・ 気動車は答"1ょ

として llil扱われている。 ~;2 条から m4 条までは後|刻専の名称

(学術的の 11手び)j) ・ 形式を表わす記号および数字(たとえばD

51, E F 15など) ・祷号のっけ)jなどについて規定している。第

5 条から第 8 条ま では客車(7ft]11 ・ 気動車を含まぬ狭義の客111 )

について，第 9 条から第 11 条までは11iJI1 ， 第 12 条は気動車，

第 13 条から第 16 条までは}'t11工につきそれそ:;11_韓基関111の場合と

同綴のことについて規定している。(沢野周一)

し 々 りょうしようり ょう 車両使用料 連絡巡繍の場合他巡

輸綴|刻所属の客11ï または貨準を主I!月1 した主Ii輸織闘が，その 111両

の所属運輸機関に対し，白線内在線H寺{間に応じ支払う料金をい

う。国鉄における料金単価はつぎのとお りである。

l 客車

電車

電動 車 1 11130 分につき

2年

制御事l}問及び付随事j

車

1 紳及び)
1 ・ 2 等Jji

1 Il� 30 分につき

2 等制び)
2 ・ 3 等111

|司

3 等車 ・ 荷そ物事他} 閉I"'J 
郵便事 ・ の

2 貨 Jji 

冷紋Jji及び
活祭\ 1ド

11ド l 時き貨準標記 13 t 以下のもの
間につトン数

14 t 以上24 t 以
同同

下のもの

!司 25 t 以上のもの IfiJ 
タンク I巨

11111 時貨llI B裂記
13 t 以下のもの

聞につきトン数

14 t 以上24 t 以
同開l

下のもの

悶 25 t 以上のもの 同

193P:J 

75門

131円

84 門

66円

28門

43円

471:1:J 

22円

25P:J 

34円

し々りょうせ

その他

貨車僚記
13 t 以下のもの 111111きi寺 16円ト γ 数 聞につ

同
14 t 以上19 t 以 IfiJ 17円
下のもの

|司
20 t 以ヒ24 t 以

同 19円下のもの

同 25 t 以上のもの 問 24円

なお1'{llïについては， 2 の定めにかかわらず 12 時間までは，

次の料金となっている。

冷蔵111及び
活t.\\ 1l� 

貨111際自
13 t 以下のもの

1 111につ
56円トン数 き

同 14 t 以上24 t 以
同 86円下のもの

同 25 t 以上のもの 間l 94円

タン ク1li 

貨車際記
13 t 以下の もの

1111につ
44円ト γ 数 き

間j 14 t 以上24 t 以
l司 50P:J 下のもの

同 25 t 以上のもの |司 68円

その他

貨11工|紫記
13 t 以下のもの

llliにつ
32円

トン数 き

同 14 t 以上19 t 以
同 34円下のもの

同
20 t 以上24 t 以

同 38円下のもの

同 25 t 以上のもの 同 48円

ただし l 車 101時間ま では市j号にかかわらず， 10 内(冷政事お

よびタンク事は 16 門)とする。(鈴木与吉)

し伊りょうせっしょくげんかい 車両接触限界 (英)clearｭ

ance limit 線路の分岐箇所または交差箇所で， 各線路上にあ

る車両が他の線路を支障しない限界をいい， クリアランス とも

いう。この限界を表示するため，本線および車両入換のひん繁

に行われる側最iしその他と くに必要と認められる側線の， 線路

中心!日l隔 4 m の筒所(中心間隔 4 m 未満の箇所では最大中心間

隔の末端)には車両接触限界擦が設けられている。また車両接触

限界の内ブJとは車両が互いに支障しない側をし、う。 (三和逮忠)

し 伊 りょうせんじようそうち 車両洗じよう装置 客車区 ・

従事区 ・ 気動車区等における車両外ßll)の洗じようを緩械的に行

う装置で，閏転ブラシ式， 薬品噴射式および両者併用がある。

回転プラ γ式

は線路の雨fl!IJに ，

電動後で蚤区制!

のまわりに回転

する円筒形ブラ

シおよびその自ÎJ

f去に洗じよう用

水の噴射柱を有

し，車両の進入

に際し水を噴射 車両洗じよう装位(客車)

し ， 回転ブ ラ シで汚れを落し，その後仕上洗じよう用水を噴射

して消摘する。

薬品噴射式は薬品噴射柱 ・ 洗じよう圧力水柱 ・ 中和剤噴射柱

よりなり，進入車両に適当な薬品を噴霧状にして吹付け，化学

的に溶解遊隊した汚れを圧力水により洗い流し，さらに残留薬

品を中和剤lにより中和し，その上圧力消水をかけ洗い落し洗じ
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